
＜自動とりまとめ定期預金規定＞  

改定前  改定後  

３【預金の預入れ等】  

この預金の預入れは､口座振替のほか現金､小切手その他の証券で

直ちに取立のできるもの（以下「証券類」といいます。）により

預入れることができます。 

毎月口座振替の方法により預入れる場合は､1回あたり 1,000円

（この預金を総合口座取引に組み込んで利用する場合は 1回あた

り 10,000円）以上とし､現金､小切手その他の証券類により預入れ

る場合は､必ず通帳をお持ちください。 
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